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出者」という）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの（改

正法６条６号）

③　廃止届出者が法人である場合において、②の通知の日前60日以内に当

該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しな

いもの（改正法６条７号）

④　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律２条６号に規定する

暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下、

「暴力団員等」という）（改正法６条８号）

⑤　暴力団員等がその事業活動を支配する者（改正法６条11号）

⑥　暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使

用するおそれのある者（改正法６条12号）

（２）改正経緯

20研究会報告の中で、「悪質な派遣元事業主が、処分を逃れることのない

ようにしておくべきである。処分を逃れ、また、再度類似の体制で事業を行

うために、許可の取消しの手続きが開始された後に事業の廃止届を提出し、

取消しを逃れて再度許可をとることや、許可を取り消された法人の役員が別

の法人を立ち上げて許可をとることが考えられる。現行制度においては、こ

れらは欠格事由とはされていないが、他法では規定している例もみられるこ

とから、こうしたことも適切に排除できるように欠格事由に関する規定を整

備することが適当である。」の指摘を受けたため20年法案の基礎となった、

20部会報告の「６　法令違反等に対処するための仕組みの強化について」の

「（３）労働者派遣事業の許可要件・欠格事由」で盛り込まれた「許可取消し

の手続きが開始された後に事業の廃止届を提出し、取消しを逃れて再度許可

をとることや、許可を取り消された法人等の役員が別の法人を設立して許可

をとること等により、派遣元事業主が処分を逃れることのないよう、欠格事

由に関する規定を整備することが適当である」との提言を踏まえた改正です。

（３）留意点

これにより、「処分を逃れ、また、再度類似の体制で事業を行うために、

許可の取消しの手続きが開始された後に事業の廃止届を提出し、取消しを逃
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第２節　労働者派遣事業の許可等の欠格事

由の整備

一般労働者派遣事業の許可および特定労
働者派遣事業の開始の欠格事由の追加

人事労務部の疑問

一般労働者派遣事業の許可および特定労働者派遣事業の開始の欠格

事由が大幅に追加されたそうですが、どのような事由が追加されたの

でしょうか。

回答

一般労働者派遣事業の許可および特定労働者派遣事業の開始の欠格

事由として、おおむね、下記の者が追加されました（改正法６条４号

ないし８号、11号、12号、10条５項、14条関連）。

①　一般労働者派遣事業の許可を取り消された者または特定労働者

派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該

取消し等の原因となった事項があった当時現に当該法人の役員で

あった者で、当該取消し等の日から５年を経過しないもの（改正

法６条４号、５号）

②　一般労働者派遣事業の許可の取消しまたは特定労働者派遣事業

の廃止の命令の処分に係る行政手続法の規定による聴聞の通知が

あった日から当該処分をする日または処分をしないことを決定す

る日までの間に一般労働者派遣事業または特定労働者派遣事業の

廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して５年を経過し

ないもの（改正法６条６号）

③　廃止届出者が法人である場合において、②の通知の日前60日以

内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して５

テーマ 2

政府案の骨子

ムページ参照）、さらに国会での修正を経て、平成24年通常国会で以下のよ

うな経済界へ大幅に譲歩した内容による改正法が成立したものです。

政府案の骨子

改正案提案理由については、20年法案と同じで、「近年における労働者派

遣事業をめぐる情勢にかんがみ、派遣労働者の保護に資するため、常時雇用

する労働者以外の労働者派遣及び製造業務への労働者派遣を原則として禁止

するとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る

等、労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う必要」とされていまし

た。

前述のとおり、20年法案と３党案を相互に修正のうえ、労働政策審議会で

の労使の妥協に加えて、閣内調整の末提出された改正法案の概要は、厚生労

働省ホームページ記載の図解によれば下記のとおりです。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律等の一部を改正する法律案について

常時雇用される労働者以外の労働者派遣や製造業務への労働者派遣を原則として禁

止するとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、

労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う。

事業規制の強化
いわゆる「派遣切り」の多発や、雇用の安定性に欠ける派

遣形態の横行

・登録型派遣の原則禁止（専門26業務等は例外）

・製造業務派遣の原則禁止（常時雇用（１年を超える雇用）の労働者派遣は例外）

・日雇派遣（日々又は２か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止

・グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者

として受け入れることを禁止
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